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鎌倉幕府の滅亡から織豊政権の成立に至る約２５０年間は， その政治過程の錯雑せること， 基礎

構造の変動の深きことにおいて， 確かに注目に値いする時期であることは疑いない． 奥羽から南

九州に至る全国的な動乱は， もちろん地域差を伴いつつ展開したが， 巨視的には幾つかの段階を

経てその終結に至る． 段階区分は種々の視点から行ないうるし事実なされてきた． しかし， 例え

ば 「領主制」 の展開過程に焦点を合せても 論議は混沌として見解の一致点を見出すことの困難で

あること， ここ数年来の歴史学研究会大会での討論に徴しても明らかである． 本稿は直接そのよ

うな課題に応えようとすものではない． 一歩しりぞいて， 具体的な素材を提出することを念願す

るものである． 扱うところは， 南北朝より戦国に至る辺境薩摩の武士団渋谷一族の動向にすぎな

し、，
ー）

註

　　

１）本稿は筆者の構想する「南九州における封建社会の展開過程」（仮題）の第３章に相当する部分の要旨であ

　　　

る． なお第１章・第２章に相当する部分は， 北海道学芸大学紀要第１部Ｂ第１１巻第２号および第１２巻第１

　　　

号に発表した． また本稿の主要史料は， 朝ぎ可貫一著書刊行会編『入来文書』 （昭和３０年， 日本学術振興会

　　　

発行） で， それからの引用は単に「一文書一号」と註記する，

２． 南北朝 の動乱

　

元弘３年 （１３３３）・閏２月２４日， 後醍醐天皇は隠岐から出雲に渡り， やがて天皇側の総反攻がは

じまる． 九州では菊池・阿蘇両氏を中心とする反北条勢力が， 同年３月博多に深題を攻めて一敗

地に塗れたが， この頃から５月２５日の深題滅亡に至る間は， 京都・鎌倉両勢力が， 諸国の武士を

どれだけ自己の陣営にひき入れるかという争いの時期であった． 渋谷一族についていえば， ８月

日付で岡元典重が博多攻略の戦功をのべており （岡元文書１５号），１１月９日には当知行安堵の論旨

をえた （同５０号）．また同日付で， 入来院重基・同重勝・寺尾重見後家 （入来院女書１～３号） ・

岡元重興妻 （岡元文書７３号） らの当知行も安堵されている， 建武元年 （１３３４） ６月３日付雑訴決

断所牒 （同１６号） は， 相模国吉田荘以下当知行を安堵したものであるが宛所を欠いている， 大日

本史料 （６の１，６０８頁）は， これを渋谷重第の息鬼益丸に宛てたものと推定している． ところが

重氏の２人の女子は亡父所領相続知行を主張し鬼益丸と争った． 鬼益丸は 「大塔宮令旨井吉田一

位御牒」 を所持していたらしいので， 事は面倒であった． 動乱のまぎれに鬼益丸が安堵状を獲得

したという・のが実情らしく， 理は２人の女子にあったように思われる． そこで渋谷一族は協議し
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和与せしめ， 鬼益丸は女書を女子方に渡し， 以後において違乱せずと誓った， 和与状には 「以一

族一同之儀」 という文言もみえ， 鬼益丸代藤原家綱・沙弥定重 （入来院祐重） ・平重文 （岡元）

，平重組 （東郷） ・平重窮・平重房・沙弥定円 （入来院重基） の７人が 署判している （岡元文書

１８号）．この署判は 「一族」 の範囲を示すものとみうる． 右のことは， 一方において， 分裂の傾向

を続けてきた渋谷一族７）が， 動乱期に当って一族の結束をはかろうとする傾向をみせ たも の と

理解してもよいかもしれない． 他の例では， 大隅国の禰寝一族が， 建武３年に 「就世上騒乱井諸

事一門一身同心之連書」 をなし， 「何事毛申談天可依衆儀也」 と盟いあっている．
２）こうした傾向

は一般的にみうるところで， 動乱期を生き抜かねばならぬ武士たちの共通の態度だったといえよ

う．
３）

　

二条河原落書 （建武記） に 「町コトニ立装屋ハ， 荒涼五間板三枚， 幕引マワス役所輸， 其数シ

ラス満々リ」 とあるのはよく知られているが， 薩摩国の簿屋は二条万里小路南頬に在った （関係

文書２１号）．そして建武２年３月１日から７月１日まで内裏大番役４）を勤仕した薩摩国地頭御家人

交名 （同１９・２０号） には， 渋谷小四郎入道・同新平二入道 （重基） ・同弥二郎・同彦三郎の名が

みえる．

　

いわゆ，る建武新政府の樹立は 「反革命」 であって， 当時の武士たちの与望をつなぎとめるには

余りにも無力であった， 建武２年１１月， 足利尊氏を中心とする勢力は新政府に対して公然と敵対

行動をとり｛′まじめた． 直義は新田義貞を伐っと称して轍を諸国の武士にとばし，
５） 入来院の渋谷

重基の許にも 「相催一族， 不日可馳参」 との軍勢催促状が届いた （入来院文書９６号の１），翌年正

月， 尊氏は京に入ったが忽ち西国に走り， ３月２日多々良浜に菊池武敏の軍を破った． ４月２日

渋谷河内入道重棟は肥前国三根西郷地頭職を勲攻賞として与えられたが （岡元文書２０号の１），恐

らく多々良浜合戦と関係があろう． また８月には入来院重勝に対して尊氏の感状が出されている

（入来院文書９６号の２）．

　

建武４年 （１３３７） 薩摩では伊集院忠国・谷山隆信・鮫島家藤らが南軍として挙兵した． 足利直

義は， 島津頗久・伊作宗久に帰国を命じ， 渋谷一族にも重ねて発向するよう催促した Ｌ同９６号の

３）．一族寺尾重名は建武５年頃畠山直顕の旗下にあって， 日向三俣院に戦っていたが， 本国薩摩

の南軍が 「後巻 （包囲）」しようとしたので， 閏７月軍をかえしている （寺尾文書１１号）．一方， 一

族鶴田経重は延元４年 （１３３９） 頃南軍に属し， 同族高城重棟を温田城に攻め， これを陥いれてい

る． 次いで６月１９日からは薩摩碇山城での南北両軍の攻防戦がはじまり， 域内には， 高城彦六，

攻撃軍には寺尾重広・入来院重勝・小四郎入道らが参加していた （関係女書２２～２４号）．暦応４年

懐良親王が九州に下向して戦局は 新展開をみせるが，
６） この頃の渋谷氏の動向は明らかでない．

康永２年 （１３４３） ４月， 足利直義は寺尾重広に軍勢催促状を出しているが， その結果は不明であ

る （入来院文書１０号）．康永４年９月， 岡元重興は鹿児島谷峰合戦の戦功を記して認知をえている

が， この頃の渋谷氏の去就は不明確である （岡元文書６２号）．貞和２年 （１３４６） ８月， 南軍の伊集

院忠国は薩摩日置若松城を攻略し日置荘を押領した． 渋谷一族は若松に合力し野崎村に要害を築

いていたが， いかなる理由かこれを放棄し， 勝手に戦列をはなれた．
７） 守護島津氏から足利直義

に宛てた報告では， 「渋谷下総六郎不可随石見権守 （＝重門） 所勘之由令申之間， 可被成各別御

教書候哉」 とある （関係文書２６号），惣領家入来院重門に従うをこころよしとしない一族のあった

ことを示している． 次いで貞和３年６月， 南軍の 「熊野海賊以下数千人， 海陸共寄来」 り， 北軍

の東福寺域を攻めたが，
８） 城内には岡元重興 ・寺尾重名らの渋谷一族が在った （岡元文書６０号・

清色亀鑑６号），翌年２月， 鎮西］栗題一色範氏は岡元重興に対し薩摩池辺城に合力する・よう命じた

－ ３２
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が， 重興は行動を起さず， ８月に再び催促されている （岡元女書２４・２５号），

　

この頃九州では， 少弐頼尚と一色範氏が勢力争・いを続けていた， 貞和５年， 直義の養子直冬が

九州に下ってくると頗尚はこれと結び， 範氏を圧倒するようになっていった． 両者ともに九州の

諸武士を味方につけようと努めて， １１月頃には合戦の準備をするありさまであった． 中央では尊

氏と直義の対立が激化し， 各地に反尊氏勢力が拾頭してきた． 観応元年 （１３５０）１０月， 直冬は九

州で公然たる軍事行動を起し尊氏に対立した． １１月２０日， 直冬の軍勢催促状は岡元重興のところ

にもとどいている （同２６号）．その直後２３日， 直義は突然南朝に降って足利方は分裂した． 翌年に

入ると尊氏・直義両軍の合戦がはじまり， ２月１７日尊氏は摂津に敗れ， 遂に直義と和談し，２７日

入京した．
９） この４月， 岡元重興は大宰府に馳せ参じ，

　

５月には直冬の感状をうけている （岡元

文書２７・２８号）．７月３０日には入来院重勝の所領が直冬により安堵されており， これらによれば，

先に一色範氏に属していた渋谷一族は中央情勢に応じて， 直冬， 頼尚側に属するようになったこ

とも知られるのである． しかし， 直冬の勢いが強くなると， 一色範氏は南軍に与した． 正平６年

（１３５１） ８月， 南軍は範氏とともに直冬方を攻めたが， ８月３日付の後村上天皇論旨によると，

入来院重勝・岡元重興を 南軍に加担するようになったらしい（入来院文書７号・岡元文書７８号）．

一方， 島津貞久もこの年南軍に降っているが， 渋谷一族は貞久と行動を共にしたのであろう， 観

応３年 ０３５２） ２月２６日足利直義は鎌倉に死んだが， これが直冬の勢力に大きな打撃となり， 秋

には叶色範氏のために九州を逐われた． すると少弐頗尚は範氏に対抗するため南軍に投じ， 範氏

は武家方となった． この頃の渋谷氏の動向は不明だが， 文禾【１２年 ロー３５３）１０月， 足利義詮は入来

院重門に対して， 畠山直顕・伊東祐氏を攻撃するよう命じているから， いぜん南軍にあったので

あろう （入来院文書８号）．

　

その後， 九州では幾度か事態に変転があったが， 廉安元年 （］‐３６１） 室町幕府は斯波氏経を九州

探題に任じて態勢挽回を策した． この頃， 岡元重興は島津氏とともに武家方に属し， 廉安２年９

月足利義詮の感状をえている （岡元文書３０号）．それによると， 同元年２月以来， 再び武家方へ寝

返ったのである， 正平１９年 （１３６４） ２月１日後村上天皇諭旨は入来院重門に 「相語一族」 り 「参

御方」 るよう誘いかけている （入来院文書４号）．翌年斯波氏経に代って九州に下向してきた渋川

義行が重門に誘いかけているが， 重門は応じなかったらしい （同１５５号）． 一方， 正平２２年２月に

は後村上天皇論旨により重門の軍忠が賞されている （同５号），

　

応安３年 （１３７０）１０月， 今川貞世が渋川義行に代って九州探題に任命され， 翌年２月１９日京都

を出発し鎮西に向った， ７月２日その二子義絶は豊後に入り，１２月１９日貞世は門司に入った． 貞世

は着々と北九州に支配を及ぼしたので， 諸国の武士の貞世に来附するものも多くなった． 応安５

年１１月， 貞世は渋谷虎王丸に誘いをかけたが応じなかったらしい （同１８０号）． これより先， ６月

２３日入来院重門は南軍に属して薩摩峯城合戦で討死し（入来院系図），１２月２１日懐良親王令旨は重

頼に宛ててその勲功を賞した （入来院文書６号），この頃から， 今川貞世は重頼に宛て軍勢催促状

を出し， 「相催庶子←一族可致忠節」 「近日可有合戦之上者， 其堺事， 厳密一途可有欝策」 などと

出兵を促し， 恐らく応安７年春頃， 重頼は貞世の召に応じて武家方についたらしい （同ｉ７９・１８３

・２０８・２１２号）．永和元年 （１３７５） ６月， 貞世は肥後水鳥で少弐資冬を暗殺したが， この事件によ

り島津氏久は貞世から離反した． ９月， 渋谷重頗に対して貞世は 「氏久加凶徒上者， 別而致忠節

者， 可被忠賞，リクーョ奨同心， 可被致忠節」 と書き送っている（同１７７号）．次いで１１月， 貞世は 「於

肥後国八代堺， 致忠節云 ，々 尤以神妙也」 との感状を重頼に与えているが （同１８７号）， 以後渋谷

一族が貞世側にあったことは多くの史料によって立証できる．

－
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渋谷一族である東郷氏も同じく貞世塵下にあったことは， 至徳３年 （１３８６） ４月に貞世によっ

て筑前回比伊郷地頭職を安堵され 「庶子相共可令知行」 とされていること （同１９４号）， ５月に恩

賞として伊集院久氏跡三分の一を宛行なわれていることなどにより知られる （同２１０号）． また岡

元尚重の肥前国の所領を安堵する旨の施行状も存するから， 岡元氏も貞世の旗下にあったとみて

よいであろう （岡元文書６５号）．

水島事件以後， 島津氏は貞世に従わず， 貞世も， 島津旗下の小武士団を離反させることによっ

て島津氏に圧迫を加えたものの， 直接に手を下すことはできなかった． 前述の如く， 渋谷氏は貞

世旗下にあった． 明徳元年 （ｉ３９０） ７月， 将軍義満は入来院重頗に宛てて 「不可随伊久 （島津）

成敗」 といい （入来院文書１５３号）， 翌年， 今川貞世は， 重頼．に対して伊集院久氏跡の地頭・領家

半分を与え， また 「薩摩国知行分内国筒井領家米」 を兵糠料所として与えた （同１３８・，１８６・２０６

号），

　

これより先， 明徳２年５月， 貞世は肥後に南軍を破ったが， その直後， 島津氏は貞世に与同す

ることになったらしい． しかし， 「於両国ふるまひ， 猶以宮方のともから相良以下為一群敷」（同

９７号） といわれるように， 島津氏の態度は明確なものではなかった， 明徳４年， 島津氏の内紛に

乗じて， 幕府はこれを撃たんとして貞世に出兵を命じた． 渋谷氏は貞世に属して島津と戦い， 明

徳５年８月， 重頼の伯父重継は貞世の感状をえている （同１３７号）． この戦闘の継続中， 応永２年

（１３９５） ８月今川貞世は失脚して九州を去り， 翌年， 渋川満頼が深題として博多にやってくる．

　

貞世の失脚を期に， 九州地方の政情は大きく動く， すでに明徳３年 （１３９２） 南北両朝の合一は

できていたし， 九州各地に残る南軍の勢力は小さなものとなって， 次第に消滅していった． 後項

でみるように， 渋谷一族にとっても， この頃はその歴史にとって劃期的な時期であった． 南北朝

動乱の渦中にあって， 或るときは南軍に， また北軍に， さらに， 幕府内部の紛争に当っては， 頼

尚方についたり， 範氏方についたり， 変転きわまりない動きをみせた渋谷一族も， 当時の武士が

みなそうであったように， 時勢の推移に従って右往左往し， 生き抜くための努力を重ねたのであ

　　　
　　　

註

　

１）鎌倉期における渋谷一族の分裂の状況については， 細楠「鎌倉幕府の成立と南九州」 （北海道学芸大学紀

　　　

要第１部Ｂ第１２巻第１号） 第４項参照，

　

２）禰寝文書 （九州史料叢書）２－２２８号， 建武３年正月１１日建部満成外五名一族連署契状．

　

３）河合正治「南北朝の動乱を契機とする武士団性格の変化」 （魚燈先生古稀記念国史学論集）１４３頁．

　

４）建武記の「大番条 」々は建武２年３月１日の日付を有するが， ７条より成る． ①寺社一円領については，

　　　

新附の地以外は大番役を剣除する， ⑨本所進止の地， ならびに領家・預所職については賦課するが， 請所

　　　

は不課である， ⑨遠国３０町・中国２α町・近国１０町別に１人宛参勤すること， もし「当知行之地不足之輩者

　　　

可沙汰渡課役於樵領， 若無想領者， 可弁其郡催促之役人」きこと， ④所領を数か所もつものは．「懸命之所

　　　

者， 自身可勤仕， 白余所々者可進ｆ 官」 きこと， ⑤大器につＵ・ての費用， また人夫・伝馬を百姓に転嫁し

　　　

ない．こと， これらは「領主之所役」である， ①武具の過差を止め， 倹約を旨とし「疎品」を用いること，

　　　

⑦交番（交替）のときは， 奉行人・役人とも自ら役所にのぞむこと．

　

５）大日本史料第６綱の１の６８４頁以下に多くの史料が載せられている．

　　

６）この間の事情については，， 藤田明 厳正西将軍宮』 に詳しい．

　

７）ふも（ネロ２年（１３‘１６）１１月２１～ョ， 足利直義は， 渋谷一族の「捨軍陣帰宅」を責め， 重ねて同機のことあれば所

　　　

帯を没収せよと島津員久に命じた（関係文書２Ｆ号）．

　

８） 藤田明前掲書（註６）１２３頁以下に詳しい．

　　

９） 観応擾乱の史的意義については， 永原慶二「南北朝内乱」 （岩波講座日本歴史・中世２）参照．

　

１０）太平記の「朽タル索ヲ以テ六馬ヲ繋デ留ルトモ， 只悪ガタキハ此比ノ武士ノ心」とか「五度十度敵ニ屈シ

　　　

御方ニナリ， 心ヲ変ゼヌハ．稀ナリ」という女は著名． なお， 南北朝期の南九州における両党の配置の大略

　　　

については， 水上一久「南北朝内乱に関する歴史的考察」 （金沢大学法文学部論集・哲学史学篇３）３７頁

－
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以下を参照，

３， 一族結合と所領

　

渋谷一族のうち入来院氏は， 他の諸流に比して割合と所領を分散することなく 南北動乱を迎え

た，
１） 動乱期に入ったのは， 入来院氏の祖とされる明重から数えて３代目の重基のときである．

重基の次は重勝で， 彼は岡元重知の子であったが養子として入来院氏を継いだ． すでに元弘元年

（１３３１） 重基は重勝に清敷北方内の地を譲ったが， 「御公事物代米参斗， 毎年二惣領方可弁之」

とあるように， 全面的な財産相続ではなく， 庶子分としての扶持だった （入来院女書６５号）．しか

し， 建武３年の尊氏感状は重勝宛になっていて， 独立の一家として特選されていたことがわかる

（同９６号の２）．重基は康永２年 （ｉ３４３） と貞示－〕２年 （１３４６） に計３通の譲状を重勝宛に書いてい

るが， 記載された所領は次の如くである （同５２・６８・６９号），このうち⑥は兄長徳丸分を重基がう

けついだもので＠⑩とは重複しない． ④と⑩は一致しない点もあり， 貞和議状は康永のを修正し

④

　

康永２年２月８日付 ⑩ 貞和２年１２月醐 ⑥ 貞和２年，２月２６日付

相 模 国 吉田荘内藤意村藤次在家
岡島敷付田畠荒野

渋谷荘内清大入道西在家
１宇同藤意内立野５町

吉田荘内渋谷曽司郷同藤
意屋敷田畠立野等

薩 摩 国 入来院内清色北方 入来院内清色多矧～５分の３
北方

市比野屋救出畠山野凧裏『同
大根田屋敷田畠山野荒野等

筑 前 国 柏原内惣検校屋敷田畠 佐波良郡内長尾井比伊郷
内柏原両村定円知行分

筑 後 国 長淵屋敷地頭職 長淵荘畠地

美 作 国 河会郷内下森上山村 河会荘内中安験尾田畠屋
敷山野荒野等

上 野 国 大類田畠在家等

たものと思われる， とすると， 重勝の所領は⑩と⑥の合計である． 重勝所領は右に尽きない， 実

父重知から譲られた分もある． 貞和５年閏６月２３日， 重勝は３通の譲状を書いている． 第１通は

子息重門宛で， 美作国河会荘内下森上山大足， 入来院内一野・河床等を内容とし， これは実父重

知から伝領した分で， 実弟重興にも右の半分を宛てている （同５９号），第２通は子息重継宛で， 入

来院情色南方， 美作国河会荘内本郷下村西方， 渋谷曽司郷内藤意田在家立野３町・屋敷付荒野，

筑前国比伊郷修理免禅佼比丘尼跡を内容とし， これらは母顕真から重勝が譲りうけたものであっ

た （同４８号の２）．第３通は同じく重継宛で， 肥前国佐賀下領内所領， これは祖父重棟一実母尼宗

女一重勝と伝領したものであった （同４８号の１），なお嫡子重門には養子重基から譲られた清色北

方以下の所領も当然譲られたのである （同５８号），以上の如く， 入来院流は岡元家を分出したもの

の， 重知遺領の一部は重勝を経て同流に還ったのである，

　

右の如く譲状を書いた同じ日， 重勝は２人の子息に譲った所領について， 置女している （同６０

号），要旨は次の如くである． 主領たろ清色村を南北に分け， 北方は惣領重門に， 南方は二郎重継

に譲る， 他の庶子については 「北方二おきてノ・南松 （重門） かはからひたろへし， 南方ニおきて

は局一 （重継） かはからひたろへし」 として， 庶子の扶持を規定し， もし重門に子孫なき場合は

その所領は重畜１窒が継承し， 重継に子孫なき場合は重門が継承すべきこと， 女子分は 「壱町壱箇所

壱期分」 とし， 養子には 「少分もゆつるへからす」 と規定した． そして本女で 「於二人跡者， 守

器用仁一人仁ゆつるへし， 其外者一期分たるへし」 とした． 右の財産譲与は， ２人の子息に限定

した分割相続であるが， 他の庶子については２人の惣領が扶持することを規定し， 養子への配分

禁止とこれ以後の惣領による一括相続を規定し， 庶子分をすべて一期分としている． この形態は

－

　

３５

　

－
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「 方惣領」 の成立を示すもので， しかも互いに子孫なき場合には， どちらかへ吸収することを

命じているので， 所領分散防止の意図は明らかである，

　

正平２２年 （１３６７） 正月２９日重門置文 （同９４号） をみると， 「討死跡事， 右子息者， 本夕ミロ行之上

重新所出来之時可有其沙汰也， 次於女子者， 本知行半分事， 一後 （期） 之間， 不可有子細之也」

とある． これは， 惣領家の支配下にありながら庶子家が合戦忠節による恩賞あり討死したとき，
本知行に加えて子息に分配することを規定したものである． しかして建徳２年 （１３７１）１０月， 重

門は惣領重頗に譲状を＃ぜて， 「次重門以後所領之事， 瞳有数輩之兄弟， 守其器用， 惣領一人仁一

所ラモ不残譲与之也， 若背此旨， 所領ヲ於分与数子之輩者不可有重門之子孫云 ，々 如此定置上者

若万一ニモ所領ヲ蚤焦分譲， 任此状之旨， 於惣領一人之計， 押而可令知行者也」 と書いている （同

８３号），同時に重門はもう１通の置女を書いており， その内容は次の如くである． ① 「後家弁帯刀

左衛門尉事， 於庵五郎丸之計， 可加扶持也」 後家は重門妻だが， 帯刀とはいかなる人物か， 『入

来文書』 はこれを重継と推定している，
２） とすると， 前述の重縦が一方惣領として分出したとの

推定は否定せねばならない． 即ち貞和５年 （１３４９） 重勝置女 （同６０号） の 「於二人跡者， 守器用

仁一人仁ゆつるへし」 の解釈も， 重門・重継の各々が器用仁一人をたてて別個に相続せしめると

いうのではなく， その後はただ１人に譲るというように解釈せねばならなし・． ところでまた女和

４年 （１３５５） ４月の重勝譲状 （同６１号） も注目すべきものである． 同状によると入来院清色名内

南方は重継に与えた． ところが 「当院之惣領清色郷与令申之間」 「当所為惣領之間， 南方の内を

ぬきて， 眼永代子息将重所譲与也」 とある． 将重は恐らく重継の子で，
３） 重勝の孫に当る． のち

の史料によると清色南方も重門子孫の惣領に伝えられているから， 恐らくその一部が将重に与え

られたものと考えられる． 重継の継承した南方は， やはり一代限りだったのだろうか． ② 「かつ

しき」 僧侶の分は一期分とする． ④女子長王・病王・くり大の分は一期分とする， 以上の如くで

置女通り， 惣領重順に一括譲与して， 他は扶持せしめるか一期分を与えるということになる． 次

にまた建徳２年１２月２日談状案 （同９２号） がある． たぶん重門が養子松乗丸に宛てたもので， 対

象は市比野村内地頭職． 「但於千諸事， 惣領之支配ヲ令違背之時者， 不可有知行彼所務者也」 と

条件つきである， これは案文で 「所養子松乗丸」 の部分が抹消してある， 従って実際に行なわれ

たが否か断定できないが， 惣領・庶千関係を考える史料にはなる． その後， 応浄く１３年 （１４０６） 重

頗は所領を重長に譲ったが「惣領一人仁一所ラモ不残可譲与之也」としている （同６３・８６号）．応永

３０年の重長の重茂宛譲状 （同８７号）， 嘉吉元年 （１４４１） の重長の重豊宛譲状 （同８５号）， 延徳２年

（１４９０） 重豊の重聡宛譲状 （同４７号） など， 以後の譲状はすべて右の如き文言を有し， 惣領によ

る単独相続に移行したことを証明している． 以上通覧するところにより， 入来院氏は， 鎌倉末か

ら分裂に分裂を重ねたが， 実際には所領の分散を最少限度にくい止めたといいうる． しかし， 分

立した庶家は本流入来院氏の規制を蒙むることは殆んどなかった． ただ入来院氏自体はその分裂

をくい止めるため， １４‐世紀半ばに庶子の一期分を設定し， 一括惣領に譲ることにした． しかして

南北朝動乱も終った１５世紀初頭には惣領の単独相続に移行したのである．

　

次に同じ渋谷一族の寺尾氏についてみよう， 寺尾氏では， 元弘の乱の直前に３代 獣性重の遺領

を廻って紛争が起り， 結局所鎖は八分割されてしまった． 元来さして広大でもなかった所領をこ

のように細分した結果， 寺尾氏は 「小地主格」 の武士になりさがって南北朝動乱に臨んだのであ

る．
４） 所領の配分からみて惣領は重広だったらしいが， その後蕎は史料を欠き， その後の経過を

たどることのできるのは重名の後葡である． 延女５年 （１３６０） 重名は惣領道賢と孫の竹鶴丸に所

領を譲ったが （寺尾文書１７・１９・２１号， 清色亀鑑１５，１６号），同時：に妻と女子に所領を譲り， これ

－
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は一期分とした （寺尾文書１５・１６号）．このうち竹鶴丸の分は 「不孝」 の故絶海返し， それを道賢

に渡したから（情色亀鑑１０号），道賢は父重名の所領の大部分を所持するに至った，応永３年（１３９５）

道賢はそれら所領を惣領詰重以下に配分したが， 庶子 「たちまのすけ」 の分は「もしたけ主丸（諸

重） にむきてあらん時ハ， かのしよりようハ， たけ王丸ちきやうすへき也」 とし， 女子虎大御前

の分は一期分とした（寺尾文書２８～３２号），以上， 寺尾氏も南北朝期には惣領制的体制をとった．
しかし， それは鎌倉末期に分立した諸家を統合する方向には向わず， 分立した諸家が各々惣領制

約体制をとったものと思われる． 入来院氏が分裂した諸家を統合しえたのに対して， 寺尾氏はそ

れをなしえず， 各々弱小武士団として存続したのである． これが， 寺尾氏の入来院氏への従属と

いう結果を招来する．
元来渋谷氏は光重ののち， 太郎重直は相模国の本領にいたが二郎実重以下５人は薩摩国に下り

それぞれ 東郷・祁答院・鶴田・入来院・高城氏の祖となったものであった．
５） 入来院氏について

いえば， 寺尾・岡元の諸氏を分出して， さらに分裂していったのであるが， このような分裂とと

もに， 武士団はつねに統合への傾向も持っている． 元弘の乱直前の寺尾氏の惟重遺領を廻る紛争

に際して重名が提出した陳状は 「重広妾腹仁先立儲男女数子之間， 別当次郎口者， □□一門渋谷

河内太郎女子腹之子， 賞妻女腹之由所見也」 といっている （同４号），系図でみると次の如くで，

　

，一定心 一 重経‐一重通－－惟重

　

１
一重名

光重一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１一重広

　

Ｌ
重貞

　

重秀

　

重郷

　　　　　

（河内太郎）

　　

１１一 別当次郎丸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

女 子

４代前に分出した血縁を 「一門」 と呼んでいることがわかる， 元弘３年 （１３３３） 重利・重棟連署

去状に 「所詮一族相諭事， 非本意」 とある （入来院文書６７号），ここに困難な時代に際会しての一

族意識の強化をみうるが， さらに， 建武元年重氏遺領を廻る紛争 （前述） に際しては 「以一族一

同之儀」 て和与せしめたが， これには入来院・岡元・東郷氏その他が署名している （岡元文書１８

号）．薩摩下向後， 数代を経ても 「一族」 意識を保ち続けたことがわかるのである．

　

南北朝の動乱に当って， 各家また同一家でも惣領・庶子に個別に軍勢催促状が出され恩賞も各

別に与えられているが， 一方では 「一族」 宛に与えられている． 建武２年足利直義軍勢催促状は

入来院重基に宛て 「相催一族， 不日可馳参」 といっているが （入来院女書９６号の１），同４年尊氏

軍勢催促状はその宛所を 「渋谷一族等中」 としている （同９６号の３）．正平１９年 （１３６４） ２月後村

上天皇論旨は入来院重門に宛てたものだが， 「参御方， 相語一族， 至軍忠者， 於本領 （不） 有子

細」 とあり， 宛所は 「渋谷能登守館」 となっている （同４号）．族長をヤカタとよぶのは中世にお

いて一般的なことであるが， この語感には， 氏上・氏長的なものより・も， 血縁的な関係だけでな

く地縁的な関係が加えられた 「一族」 という語に応じた よび方のように思われるものが含まれて

い る．
６）

　

下って応安６年 （１３７３） ２月今川貞世軍勢催促状は， 入来院重頗に宛て 「相催庶子一族可致忠

節」 といい （同１８３号）， 永和２年 （］．３７６） ５月今川貞世内書は 「渋谷人々御中」 に宛て 「惣の御

中に此状を進候」 といっている（同１７０号）． これらは広い意味で 「一族」 であるが，「庶子一族」

というとき， これは 「庶子」 と 「一族」 であって範囲の広さが違う． 即ち 「一家」 と 「一族」 の

相違である． 永和２年内書は島津氏攻撃に際して渋谷氏の協力を求めたものであるが， 「御一家

中の御相諭地の事なとハ， まつさしをかれ候て」 参陣するようにといい， 同年９月貞世書状では

－ ３７坪
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渋谷の 「御一族達」 が多く島津伊久に同道したということである， 凶徒に与同するというのは甚

だ無念のことである，伊久は幕府から赦しをうけることはできないであろう，渋谷一族の 「面 」々

が島津等のために 「御一家をうしなノ・れ候ハん事ノ・」 誠に無念のことである， といっている （同

１９７号）． ここでは明らかに 「 族」 と 「一家」 が使いわけられている． また至徳３年 （１３８６） ４

月東郷重信宛今川貞世安堵状は 「守先例， 庶子相共可令知行之」 と記すが （同１９４号）， ５月の重

信宛書状では 「「，向御一家中をたのミ申候」 といっている （同１９０号）． 即ち， 惣領・庶子を中核

とする 「一家」 と， それら 「一家」 の結合体たる 「一族」 の差をみるのである．
７）「一家」 といえ

ば 「惣領」， 「一族」 といえば 「館」 がその統卒者としての地位に在るのであるが， 後者の場合一

「館」 の語の中には， その下に統卒される幾つかの 「一家」 に対して主従関係上の 「主」 の立場

のあることが含まれていよう．

前述の如く， 入来院氏は所領の分散も比較的少なく， 惣領による事実上の単独相続に早くきり

かえて勢力を保ったが， 寺尾氏は所領の分散が甚だしく， かなり弱体であった． このことが主な

原因だったと思われるが， 動乱期中に寺尾氏は入来院氏の旗下に立ち被官的な存在となった． 永

徳３年 （１３８３）１２月， 入来院重頗は寺尾道賢宛の安堵状を書き 「任御親父之譲旨， 御知行之事存

知仕候了， 若於此内違乱妨之時者， １－１不甲斐候， 可加扶持申候」 といっている （清色亀鑑８

号）．また明徳３年 （１３９２）１１月入来院重茂は寺尾重見に名字状８）を与えているが， 明らかに寺尾

氏の被官化の過程が知られる （入来院女書１３６号）． かくして南北朝の動乱は， 渋谷一族にとって

は， 鎌倉末から分裂していった諸氏を再び統合する契機にもなった． しかし， それはすでに惣領

・庶子家の関係ではなく， 主と被官の関係に比すべきものであった，

註

１）拙稿「鎌倉幕府の成立と南九州」 （北海道学芸大学紀要第１部Ｂ第１２巻第１号） 第４項．
２） 『入来文書』英文２７３頁， 和文４７頁．
３） 『入来文書』英文２６２頁．
４）西岡虎之肋「中世前期における荘園的農村の経済機構」 （荘園史の研究・下巻２）７７９頁．
５）拙稿前掲論文（註１）第４項．
６）和歌森太郎『中世協同体の研究』６５頁．
７） 「一族」＝「一家」という見方もある， 和歌森太郎前掲書（註６）５７頁．
８）名字状については， 相田二郎『日・本の古文書』 上巻５０１頁参照，

４， 戦 国

　

の 動 乱

　

九州探題今川貞世が島津氏の内紛に乗じてこれを抑圧しようとしたことは前にのべた． 応永２

年 （１３９５） 渋谷氏は貞世に応じて島津氏に敵対した． しかし８月に貞世は京都に召還され， ３年

５月渋川満頼が九州に下着するまでやや空白が存した． だが薩摩ではこれからしばらくの間， 守

護島津氏と渋谷一族の戦闘が続く． 応永２年８月， 島津伊久・元久は渋谷氏の高城を攻め， 翌年

正月には樋脇城を陥いれ， 次いで前田・市比野２城を陥いれた． ２月１８日， 伊久は伊作久義に東

郷重信跡本領地を， 二階堂行貞に入来院重宗跡本領地を料所として預けしめているが， これは渋

谷一族の敗戦を物語るものである （関係文書３０・３１号）．そして応永４年， 遂に入来院重頼を清色

城に破ったのである． 恐らくその後， 渋谷一族は島津氏に降ったのであろう． 応永７年に至ると

伊久と元久が不和になったが， ７月探題渋川満頗は幕府の命によってこれを和解させた．１２月伊

久は入来院重頼に谷山郡および給娘院半分を料所として預けおいた （入来院女書３５号）．

　

応永８年 （１４０１） 伊久は渋谷一族たる鶴田重成を攻めたが， 元久は重成を援け，１０月両軍はあ

い戦い， 元久軍は敗れ鶴田氏は滅亡した． 入来院氏をはじめとする他の渋谷一族は伊久に従って

－
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この攻撃に参加したらしい （鶴田氏系図）．しかしその後， 和解成って， 応永１０年元久は入来院重

頗に鹿児島郡武之村・指宿内成河村を宛行つた・（入来院文書３７号）．また島津守久は重頼に山門院

西方・薩摩郡内荒河・羽島を宛行っている （同３４号）．しかして１２月， 元久は重頗に宛てて契状を

書いている （同２７号）．５か条よりなる契状は， ①大小事につき一味１司心の思いをなすこと， ⑨３

か国中にいかなる事態が発生しても 「相互見次披見次可申事」 を主内容とする． また同日付で別

に元久は書状を重順に与え， 先に守久から与えられた所領について， もし守久が 「不慮之子細被

申候」 といえども， 自分がかけあってやるといっている （同３６号）↓このような元久と重頗の関係

は大名と家臣の関係に比すべくもない． 比較的ルーズな被官関係であったといえる． こうした渋

谷氏の有利な立場は 島津氏が一族内に伊久と元久の分裂・対立という条件を抱えていたことによ

って生じたものと思われる．
７）

　

応永１１年 （１４０４） 幕府は元久と伊久を和解させ， 元久を日向・大隅守護に任じた． さらに応永

１６年元久を薩摩守護に任じ， 元久はその礼として翌年上洛し， 将軍義持や幕府の宿老らに莫大な

贈物をした．
２） これより先， 渋谷一族の東郷氏では応永１２年に重治から惣領重明に所領譲与が行

なわれたらしく， 庶子重世には東郷烏丸村田畠を与え 「惣領重明命二相背時者， 不可有知行也」

とした （清色亀鑑６７号）．一方入来院氏では応永１３年重頗から惣領重長に所領が譲与された （入来

女書８６号）．すべて１５か所で， 入来院内着色北方・同上副田村・市比野村半分地頭職， 南方内清色

村・塔原村・中村・桶本村・倉野村・久住村・柏島村・筑前回柏原水田屋敷， 筑後国永淵屋敷，

同国みな木の屋敷， 甲斐国西島内葦入在家田畠， 美作国河会荘内森上山大足， 相模国渋谷曽司郷

内藤意屋敷立野などが列挙されている． しかし薩摩以外の所領が当知行だったとは考えられず，

国内所領もすべてが当知行だったとは思えない， 入来院氏が旧領のすべてを書きあげているのは

多分に象徴的であるといえる． 関東の旧族・鎌倉御家人， 惣地頭として当地に入部してきた名門

を誇り回顧するの情の表現でもあったろう． この段階の譲与も 「惣領一人仁一所ラモ不残可譲与

之也」 というように惣領への一括相続であった．

　

さて渋谷一族は応永１８年７月に叛乱を起し， 先ず伊集院順久の居城薩摩満数を攻めた， 清敷は

いうまでもなく渋谷一族の旧領である， 渋谷氏が行動を起すと島津久世・忠朝はこれに応じ久元

に抗した． 両軍決戦をまたず， 元久は病いにたおれて鹿児島に帰り兵を収めたので， 渋谷氏は潜

敷城を占取することができた． 翌８月元久は潜水城中に卒した， 元久には一男八女があったが，
一男は出家して嗣がなかった， そこで元久の妹婿であった伊集院頗久はその子初千代丸を家督に

たてようとしたが， 元久の弟久豊はこれを斥けて家督を称した， かくしてこれから応永末年に至

る１０余年間， 久豊と久世・頗久の間に戦いが続き， 南九州３国の武士は両者に分属して争うに至

る， はじめ入来院氏は久世に属し反久豊派にあったと思われる． 応永１８年久世は入来院重長に莫

称院を所領として宛行っている （同４１号），戦闘の詳細はここにのべる必要はないであろう． 久豊

はよく戦い応氷２３年久世を囲んでこれを自殺せしめ， ２４年頼久を谷山域に攻めて降伏せしめた．

その９月， 頼久は重長に満家院内中俣・同西俣・谷山郡山田村を宛行っている （同１４２号）． これ

以後， 渋谷一族も恐らく久豊方についたのであろう， ２６年正月， 重長は市来家親とともに島津忠

朝を永利城に攻め， 敗れて援軍を久豊に乞うた． ８月久豊は永利域を陥いれて忠朝を降し， 同城

を重長に与えた． ２８年忠朝は再び叛したが８月に降り， これを応じた東郷氏も久豊の攻撃をうけ

ている， 薩摩に覇権を確立した島津氏は， 次いで大隅の伊東氏と争い， ほぼ３国に均衡を保持す

る状態をつくり出したのは応永３１年頃だった． この間に入来院氏では応永３０年に重長は惣領重茂

に所領を譲与した （同８７号）．同８月島津久豊は重長に宛て起請文を書き， 互いの疑いを拭わんこ

－
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とを誓っている （同３９号），久豊は応永３２年卒し， 子の忠国が嗣いだが， 翌年日向の伊東氏と再び

隙を生じた． 伊集院氏との争し・も長く続き， 一方北方の大友氏とも事を構えた．

　

永享８年 （１４３６） ９月窓国は， 島津荘薩摩方羽島６町を重茂に安堵したが （同３８号），嘉吉元年

（１４４１） ２月重長は改めて所領を孫の重豊に譲った （同８５号）．この頃いぜんとして薩摩国内にも

島津宗家に敵対する勢力は残存し， 嘉吉の頃には島津持久・高木殖家・市来久家らが叛乱を起し

ていた． これらは， 日向伊東氏と通じたものである． ２年１０月将軍義勝は重長に御教書を与え，

「合力忠国， 可被抽戦功」 と命じている （同１５１号）． 入来院氏が島津配下にあるとはいえ， 独立

の地位をえていることを示している． 寛正３年 （１４６２） 島津立久は， 入来院重豊に火同・永利・

山田域を宛行うとともに， 「目是も於干子々孫 ，々 偏可懸入候」 と契状を与えている （同３１・３２

号）． 同様の内容を持つ起請文は寛正７年にも重豊宛に書かれている （同４２号）． 下って文明１３年

（１４８１） ６月， 島津武久と重豊は互いに誓約をかわした， 重豊は 「無二ニ御屋形御用二被立， 余

儀を存ましき事」 を誓い （同１６５号）， 武久は 「偏悪被可申事」 と契状を書き与えた （同４３号）．こ

うした史料の存在は不安な政情をその背後に語っているものであるが， はたして１６年１１月， 島津

武久の部下新納忠続と島津久逸の間の争いに端を発して紛争が起った． 武久は忠統を援けて久逸

を攻めたが， 翌年になると郡答院重慶が武久に叛し， 次いで島津忠廉も叛した． 渋谷一族は東郷

重理・入来院重豊らもこれに応じたらしいが， 島津一族では忠慶のほか重久も叛に加わった． 叛

乱後， 延徳２年 （ｉ４９０） ８月入来院重豊は惣領重聡に所領を譲った （同４７号）．しかして譲状は入

来院内村在家田畠山野について， 「先 ノ々・京都直依有公役親類中ニモ依其忠， 為私領閣 （格） 護

之所， 当代ノ・守護役， 院内之田数不残か〉り候上ハ， 前々私領も不可入， 各給分可同， 然者難子

多之有， 叉者親類内之者， 難有条々忠節， 為私領不可有遣事」 と定めている． 明応３年 （１４９４）

春， 島津武久は肝付兼久を討ったが， 新納・北郷両氏は兼久を援けて叛し， 日向の伊東氏も茶久

に応じ， 翌年には加治木氏も叛し， 大規模な戦闘となった． 叛乱鎮定後， 入来院重聡に宛てた島

津忠治の書状は， 「さてもさっまこむまり， すてにやふれ候っるところに， それのはからひにより

しつまり候事， くれくれかしこまり入候， なをもって， こ もとゆミやになり候ハぬやぅに， く

にをしつめたく候， しかれハなにことも申たむし， たのミ申へきよりほかへちにも候ハす候」 と

いっているが， 入来院氏は武久・忠治方に与力したのであろう （同２２号）．

　

明応８年 （１４９９）１１月足利義美は敗れて西下し， 周防に大内義興を頼った． 翌年春から秋にか

けて， 大内義興は入来院重聡に合力を求めているが， もちろん入来院氏は応じなかった（同１４４～

６号）．次いで永正から天女来年に至る５０年間， 南九州では， 島津氏・肝付氏・伊東氏・北郷氏・

新納氏等の間の戦闘， また島津一族内の争い， 家臣の叛乱と， 容易に記述しがたいほどの， めま

ぐるしい戦乱が続いた． 渋谷一族はその間にあって， 或るときは右し， 或るときは左して生き抜

いていった． しかし終局は次第に迫りつつあった．

　

天女２３年 （１５５４） ９月， 祁答院良重・入来院重嗣・蒲生範清らは島津貴久に叛き， ＩＱ年余りの

戦いが続く． 弘治３年 （１５５７） ４月蒲生範清は島津氏に降り， 永禄２年 （１５５９） 郡答院良重は殺

された （元ｉｌ～答院氏系図）．それに関係ありと思われる欠年良重家門井家臣之長人数付 （祁答院旧記

６号） なる史料によると， 良重以下９１名が記されていて， およその規模を窺うことができる． し

かして， それには高城・東郷の如き渋谷一族が含まれている． 入来院重嗣は，，永禄２年に島津氏

に降ったとみえ，１２月鹿児島内大迫名を宛行われている （入来院文書４４号），そして， 翌元亀元年

（１５７０） 正月， 入来院重嗣・東郷重尚は， その全所領をあげて島津義久に献じ， その旗下に降っ

た （旧記・系図）．そして改めて， 清色・東郷の本領安堵および恩領の下附をうけたのである． か

一
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くして渋谷一族は島津氏に屈し， 以後その忠実な 「家臣」 として従属することになった． 渋谷一

族にとっての戦国時代はここに終ったのである．

註

１） 応永１５年１０月， 元久は禰寝清平とも「一味同心」の契約をしている， 稲寝文書 ３‐６２ 号，

２）渡辺世佑『室町時代史』１３３頁． 以下一般的叙述の部分は本書に多く負っている．

５，

　

あ

　

と

　

が

　

き

　

入来院氏は元亀元年に島津氏に降伏， 臣従したが， 重豊は天正２年 （１５７４） 頃， 「野心」 あり

との風評をたてられ， ８月に恩領４か所を返上し， また血判を差出したりした（上弁覚兼日記），

それで事なきをえたと思われる， 天正８年， 島津氏は肥後水俣の城主相良義陽を討ったが， この

ときの陣立日記 （関係文書３５号） によると， 重豊は先陣の脇将のひとりに定められている． 同年

１０月， 島津義久が阿蘇氏の将中村惟冬を肥後矢崎域に攻めたとき重豊は病床にあり， 家老山口重

秋・種田秀次に兵を授けて従軍せしめたが， 両人以下５０余人が戦死する悲運に見舞われたと，いう

（入来院系図），

　

近世に入り， 慶長１８年 （］‐６１３）１２月島津氏人衆歌帳 （関係文書４７号） によると， 入来院重高は

二番備に属し， 兵力１２６人で， 昇（のぼり） ６本・乗馬６疋となっている， また 「清敷衆」 は３９人

であった （ほかに外城衆１８人）．入来院氏の知行高は， 元和６年 （１６２０） 高極帳 （同４９号） では，

４５８９石， 宝暦６年 （１７５６） 島津藩分限帳 （同５３号） では組頭で２６６２石， また薩摩風土記の知行高

目録 （同５４号） では 「役なしの御家門衆」 で３２６２石となっている， 入来院氏は， 代々婚姻， 養子

縁組によって島津氏と結びつき， 藩の重臣の一員として江戸時代を送った．

　

以上， 南北朝の動乱から近世に至る間の渋谷一族の動向を簡略に叙述したが 史料的にも 『入

来女書』 を中心とする安易なものであり， 極めて表面的また羅列的であることは否めない． これ

は筆者の無力と怠慢によるが， ひとつには基礎構造に関する叙述を意識的に避けた結果である．

入来院の構造については， 鎌倉末～江戸までを一貫して叙述する機会を別にえたいと思うからで

ある． これは， 「辺境におけるョ丘世的秩序の形成－ 『門』 体制の成立－」 （仮題） として近い将

来に発表したい．

＜補論＞武光氏について

　

渋谷氏がいわゆる下り衆であるのに対して， 旧来からの在地勢力たる武光氏の動向を年代記的

に記して， 補足としたい， 史料はこれまた『入来文書』 の範囲を出ないから極めて不充分である

ことを予めお断りする，

　

武光氏は薩摩の地に旧来から土着した伴一族の後蕎で， 渋谷氏がこの地に入部してきたとき争

ったことのある伴師永の子孫である （才…塀高「鎌倉幕府の成立と南九州」 ＜北海道学芸大学紀要第

１部Ｂ第１２巻第１号＞第３項）．正応５年 （１２９２） ３月， 師永の４男師員は入来院の弁済使職の一

部を読師弘範に譲った（関係文書１４号），この職はもと種嗣 （出自不詳） から師員に譲られたもの

であった， 次いで永仁３年 （１２９５）１１月， 師光の３男師兼は古枝名内の薗４か所を孫の満丸に渡

した， 同状には 「此外庄屋内龍々弁荒野等者， 寄合随分眼， 可有配分也， 叉於地頭押領田箇等者

相共致沙汰」 とあるから， 満丸だけではなく子息経兼ら数人に分与したのであろう （入来院文書

２２９号）． 経兼は宮里郷の宮里正行の養子となり， 弘安８年 （１２８５） 宮里郷正岡名内田地３町， 屋

敷１所を譲られた． 正行の子息正有が正岡名の名主だったが， 正安 （１２９９～１２０２） 頃， 正有と経

茶の間に所当公事について争論が起った． 恐らく正有が本名主として経兼の３町分の公事を収取

－
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したのであろう． 両者は嘉元３年 （１３０５） 和与し， 延慶２年 （１３０９）１１月鎮西裁許状によって，
田地３町のうち２町は請米田 （地子田化した佃か？） とし， １町は臨時課役を負うものと定め，
薗公事は正行譲状の通りとすると決められた （入来院文書２１４号）．

　

応長２年 （１３１２） ６月の師兼譲状 （同２２７号） は同氏の所領の規模を示すが，惣領経兼以下１０人
に分割し， 後家分・女子分は 「一期分」 で 「一期之後者， 可被返付千惣領也」 とされている． 元
徳３年（ｉ３３１） ７月， 経兼は所領を惣領重兼に譲り， 同時に庶子兼久にも田・薗を与えた（同２１７

号）．それについて， 惣領に対し 「御公事配分之外， 不可成達乱」 といっている． 史料にみえる限
り， 惣領の庶子に対する規制力はない． 惣領家は新しい所領を加えたりして庶子家をしのぐ力を

加えていったが （同１６０号）， ふつういわれる如き， 惣領権の強さなどというものは全くみられな
し・．

　

動乱期に入り， 元弘３年（１３３３） 後醍醐天皇論旨によって惣領重兼の知行が安堵されているが

（同２１５号）， 建武３年 （１３３６） 尊氏東上以後はその旗下に参じ， 度々の合戦に自らも負傷してい
る （同２１９号）．

　

応安元年（１３６８）１０月， 重兼は兼氏に譲状を書いたが，１１月３日付で 「任此譲状之旨， 知行所

不可有相違也」 との島津伊久の署判をうけている （同２２２号）． このことは， 武光氏が守護島津氏

の被官的存在となったことを示すであろう． 次いで永和４年 （１３７８） ２月， 兼氏は惣領兼我に所

領を譲ったが， 所領は高城郡本万得名惣領職・同弁済使職・宮里郷床並田地薗惣領職・薩摩郡別

符前田地４段のみであった （同２２０号）， かつての多くの所領は動乱の最中に武光氏の手をはなれ

てしまった． 「此外当国他国不知行所領在之， 依世上動乱也， 鎮西落居之時， 可申給也」 と譲状

は記しているが， 再び戻ってはこなかつたのである． この譲状にも島津伊久の署判裏書のあるこ

と先の譲状と同じである．

　

南北朝動乱も終った応永３年 （１３９６）１１月， 島津伊久は兼我の息三郎太郎に 「伊兼」 の名字状

を与えている （同２２５号）．欠年の伊兼の所領注文 （同２３５号） によると， 伊兼は失われた所領の幾

分かは回復したらしい， この注文は 「御奉行所」 宛になっている． いうまでもなく島津氏の奉行

所に自己の所領を注申したのである． 守護島津氏の大名化にともない， 武光氏はその家臣団の中

に組み込まれていったのである．

　　　　　　　　　　　　　　

（１９６０・１１稿，１９６３・９補訂）

－
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